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解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
株
主
総
会
の
決
議
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

北
海
道
釧
路
郡
釧
路
町
遠
矢
八
丁
目
六
〇
番

株
式
会
社
ジ
オ
フ
ー
ズ

代
表
清
算
人

宮
澤

孝
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

北
海
道
富
良
野
市
北
の
峰
町
一
三
番
二
九
号

樹
屋
合
同
会
社

清
算
人

君
朗

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

札
幌
市
豊
平
区
月
寒
西
一
条
九
丁
目
一
〇
番
六
八
号

株
式
会
社
小
黒

代
表
清
算
人

小
黒

隆

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

札
幌
市
豊
平
区
月
寒
西
一
条
九
丁
目
一
〇
番
六
八
号

株
式
会
社
千
代
治

代
表
清
算
人

小
黒

隆

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

岩
手
県
一
関
市
大
町
一
番
六
号株

式
会
社
ユ
ナ
イ
ト

代
表
清
算
人

佐
藤

紀
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

岩
手
県
北
上
市
相
去
町
山
根
梨
ノ
木
三
八
番
地
三
〇

岩
手
オ
ー
ト
ド
ア
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
関

和
恵

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
令
和
八
年
五
月

三
十
一
日
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

山
形
県
寒
河
江
市
大
字
西
根
字
石
川
西
三
八
五
番

地
の
二
二

株
式
会
社
ｅ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ
ｓ
ｓ

ｓ
ｋ
ｙ

代
表
清
算
人

木
村

和
貴

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

福
島
県
郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字
東
苗
内
二
八
番

地
の
二
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
Ｓ
Ｋ
Ⅱ
一
一
〇
号

合
同
会
社
Ｍ
Ｒ
Ｋ

清
算
人

村
木

正
史

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
一
五
四
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
け
は
し

清
算
人

大
内

正
幸

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

群
馬
県
利
根
郡
昭
和
村
大
字
赤
城
原
一
〇
一
八
番

地

有
限
会
社

下
建
商

清
算
人

下

政
美

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
七
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

群
馬
県
前
橋
市
文
京
町
一
丁
目
四
一
番
二
二
号

登
丸
ビ
ル
有
限
会
社

代
表
清
算
人

登
丸

讓
治

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

群
馬
県
前
橋
市
池
端
町
四
九
八
番
地
二

Ａ
Ｄ
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｂ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
鮒

陽
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

千
葉
県
市
原
市
古
市
場
三
四
二
番
地
一
サ
ン
ハ
イ

ツ
Ｂ
一
〇
三

A
sia
n
F
o
o
d
S
u
p
p
ly 株
式
会
社

代
表
清
算
人

バ
ン
ダ
リ
・
デ
ィ
リ
・
ラ
ム

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

千
葉
県
香
取
郡
多
古
町
多
古
二
六
六
〇
番
地

有
限
会
社
加
藤
自
動
車
工
場

清
算
人

加
藤

光
男

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

千
葉
県
富
津
市
大
堀
一
丁
目
二
〇
番
地
一
五

新
八
幡
産
業
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
泉

健

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
五
番
地
二
〇
Ｋ
Ｓ

ビ
ル
八
階

株
式
会
社
ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ

代
表
清
算
人

内
田

文
子


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